
 

 

 

 

 

中央本部は、元水戸地本総務部長が組合費計970万円を持ち去ったとして提訴しています。 

法対 NEWS No.10 で紹介した 300 万円の他に、預金口座から 2019 年 5 月 9 日に 670

万円を現金化して持ち去った件について、被告の主張を明らかにします！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

持ち去られた670万円について、裁判の中で被

告の主張が明らかになりましたが、どこで何に使っ

たのかは明らかになっていません。 

またこれらの会計について、長期間会計処理も

行わず、手元に領収証を保管していたなんて考え

られません！ 

発行者 ＪＲ東労組本部組織部 
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JR東労組水戸地本 

 持ち去られた６７０万円！ 
 

2019年 5月 9日 

670万円引き出し 

支部へバラまき 

600万円 

2019年 10月 5日 

土浦支部 200万円 

2019年 10月 4日 

水戸支部 200万円 

2019年 10月 4日 

日立支部 200万円 

書記 2名の退職金 

55万円 

2020年 3月 20日 

水戸地本に元水戸地本 K組織部長

が領収証と残金として 15万円を

持参してくる 

2020年 1月 31日 

元水戸支部書記 15万円 

2020年 3月 31日 

元土浦支部書記 40万円 

当日は元水戸地本 Y書記長

の手元で 670万円を管理 

翌日以降は支社支部の金庫

に 670万円を保管と主張！ 

 

2021年 1月 31日の書

き間違いだったと主張！ 

地本のお金を支部

の金庫で保管して

たの？？ 

水戸支部・土浦支部は支部会計に 

入金された証拠がない！！ 

持ち去られた 670万円について、真実を明らかにします！！ 

※全て振り込みではなく現金でやりとり 

3月 31日に退職金を支

出した証拠はない！ 

どこで何に使ったの！？ 


